
 

1 

 

資 料 ８  

令 和 ３ 年 ３ 月 ９ 日 

第２回子どもプラン推進地域協議会 

 

武蔵野市学習者用コンピュータ導入事業の準備状況等について 

 

１ 使用開始時期 

 ○令和３年４月 

  ・児童・生徒へのタブレット型パソコンの配付、持ち帰りの開始時期は、学級・学年開き、

保護者会での説明等が一通り終わった後を想定 

 

２ 武蔵野市学習者用コンピュータを活用する推進体制（別紙参照） 

 ○武蔵野市学習者用コンピュータ活用検討委員会 

（１）委員構成 

・学識経験者   １名（国立教育政策研究所総括研究官） 

・校長会代表   １名（井之頭小学校長） 

・副校長会代表  ２名（第五小学校副校長、第三中学校副校長） 

・教員代表   11名（小・中学校主幹教諭、主任教諭、主任養護教諭） 

・教育委員会事務局  （教育部長、指導課長、統括指導主事）       計 18名 

 （２）主な検討事項 

ア 児童生徒の発達段階を踏まえた学習者用コンピュータに関する指導方法 

   イ 児童生徒が学習者用コンピュータを適切かつ効果的に活用することで身に付く力に

関すること 

ウ 教員が学習者用コンピュータを適切かつ効果的に利用し、及び活用するための研

修のあり方 

 （３）委員会開催予定 

令和２年度に１回、令和３～５年度に、各年度６回の委員会開催を予定している。 

最終年度に「武蔵野市学習者用コンピュータ活用指針（仮）」を作成する。 

 

３ 業者による作業 

（１）校内通信ネットワーク再構築作業 … 終了 

（２）学習用コンピュータおよび充電保管庫導入作業 

   令和３年２月 15日（月）～令和３年３月９日（火）（各校実施期間：２日間） 

第１回 令和３年２月 25日 

武蔵野市学習者用コンピュータ活用の基本的な

考え方の共有、検討課題の整理・確認、導入当初

のルール・使用方法の検討 
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４ 武蔵野市個人情報保護審議会 

 ○令和３年２月５日（金）に諮問及び報告し、了承を得る。 

５ 教員への導入研修 

（１）Google社による研修（全日） 令和３年２月 26日（金）～３月２日（火） 

（２）委託業者による研修（半日） 令和３年３月 ３日（水）～３月５日（金） 

 ※いずれも会場は大野田小学校での集合研修、１回の定員 40名。各校１名以上それぞれ

の研修に参加し、校内で伝達研修を行う。 

 ※令和２年 12月には、G Suite for Educationの操作等に慣れていくために、各校４つ

のテストユーザーアカウントを用意し、利用させている。 

 

６ 保護者への理解啓発 

 ○令和２年 10月から月に１回程度、「武蔵野市学習者用コンピュータ通信」を発行し、配

付及びホームページに掲載 

 ○タブレット型パソコンの貸与に当たって、教育委員会としてのメッセージを発出 

 ○家庭での使用に際しては、説明資料「タブレット型パソコンの貸与にあたってのお願い」

を配付 

 

  


